
 
議
案
第
十
六
号 

 
 

 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
制
定
に
つ
い 

 
 

 
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提
出
者 

 

中
央
区
教
育
委
員
会
教
育
長 

平 

林 
 

治 

樹 

 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
四
月
中
央
区
教
育
委
員
会
規
則

第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
二
項
中
「
条
例
第
二
十
三
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
条
例
第
二
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
勤
務
は
、
」
の

下
に
「
同
条
第
一
項
本
文
の
」
を
加
え
る
。 

第
四
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

第
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
四
条 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
条
例
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
が
し
た
条
例
第
二
十
三
条
第

二
項
の
勤
務
は
、
同
条
第
一
項
本
文
の
勤
務
と
み
な
す
。 

 

一 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
本
文
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
場
合 

 

二 

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第
一
項
本
文
の
勤
務
を
し
た
場
合 

 

附
則
第
二
項
中
「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
三
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。 



 
 

 
 

附 

則 

 
 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

（
説 
明
） 

 
 

令
和
六
年
八
月
の
人
事
院
勧
告
等
を
考
慮
し
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
対
象
と
な
る
時
間
帯
の
拡
大
の
ほ

か
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
こ
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
。 



新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

〇
中
央
区
立
幼
稚
園
教
育
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
四
月
中
央
区
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号
） 

 

新 

旧 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
等
） 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
等
） 

第
二
条 

 

（
略
） 

第
二
条 

 

（
略
） 

２ 

条
例
第
二
十
三
条
第
三
項 

 
 

の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務

は
、
同
条
第
一
項
本
文
の
勤
務
に
従
事
し
た
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場

合
の
勤
務
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
二
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務

は
、 

 
 
 

 
 
 

 

勤
務
に
従
事
し
た
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場

合
の
勤
務
と
す
る
。 

第
三
条 

 

（
略
） 

第
三
条 

 

（
略
） 

（
削
る
） 

２ 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
た
後
、
引
き

続
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
た
条
例
第
十
条
の
規
定
に

基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
に
は
、
そ
の
引
き
続
く
勤
務

に
係
る
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
し

な
い
。 

第
四
条 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
条

例
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
職
員
が
し
た

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
勤
務
は
、
同
条
第
一
項
本
文
の
勤
務
と
み
な

す
。 

 

 

一 

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
本
文
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同

条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
場
合 

 



新 

旧 

 

二 
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
条
第

一
項
本
文
の
勤
務
を
し
た
場
合 

 

第
五
条 

 
（
略
） 

第
四
条 

 

（
略
） 

附 

則
（
制
定
附
則
） 

 
 
 

附 

則
（
制
定
附
則
） 

 
 

（
施
行
期
日
） 
 
 

（
施
行
期
日
） 

１ 
 

（
略
） 

１ 
 

（
略
） 

 
 

（
経
過
措
置
） 

 
 

（
経
過
措
置
） 

２ 

当
分
の
間
、
条
例
附
則
第
七
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
管
理

職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
条
第
一

号 
 
 

に
定
め
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、

五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上

百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と

す
る
。
）
と
す
る
。 

２ 

当
分
の
間
、
条
例
附
則
第
七
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
管
理

職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
条
第
一

項
第
一
号
に
定
め
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、

五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上

百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と

す
る
。
）
と
す
る
。 

附 

則
（
一
部
改
正
附
則
） 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 


